
議案第 20 号 

 

   三朝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の設定について 

 

 次のとおり三朝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を設定することに

ついて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項の規定により、本議会の議決

を求める。 

 

  平成 27 年３月５日  

 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 59 条第

１項第１号、第 115 条の 22 第２項第１号、並びに第 115 条の 24 第１項及び第２項の規

定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。 

（基準該当介護予防支援に関する基準） 

第３条 法第 59 条第１項第１号で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成 18 年厚生労働省令第 37 号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第 32 条に

おいて準用する同省令第１条の２から第 31 条（第 25 条第６項及び第７項を除く。）まで

に定める基準をもって、その基準とする。ただし、同省令第 28 条第２項の規定中、「２年



間」とあるのは、「５年間」と読み替えて適用する。 

（法第 115 条の 22 第２項第１号の条例で定める者） 

第４条 法第 115 条の 22 第２項第 1 号の条例で定める者は、法人（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団及び

当該法人の役員が同条第６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者を含む。）であるものを除く。）とする。 

（指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準） 

第５条 法第 115 条の 24 第１項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第２

項の指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指

定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、指定介護予防支援等基準第１条の２から

第 31 条までに定める基準をもって、その基準とする。ただし、指定介護予防支援等基準

第 28 条第２項の規定中、「２年間」とあるのは、「５年間」と読み替えて適用する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に

定める。 

   附 則 

 この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 


